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＜保育料＞ 

保育料は前年度の父母の年収、保育日数などにより 算出する。 

 岐阜勤労者医療協会の職員 職員以外 

（前年度の収入） （保育料） （第二子減免） （保育料） 

５００万円以上 ３４，０００円 ２１，０００円 ４８，０００円 

３５０万～４９９万 ３１，０００ １９，０００ ４５，０００ 

３００万～３４９万 ２７，０００ １７，０００ ４１，０００ 

２００万～２９９万 ２１，０００ １４，０００ ３５，０００ 

２００万円未満 １５，０００ １１，０００ ２９，０００ 

 

                        [週に何日か保育する場合] 

                     岐阜勤労者医療協会の 職員は労働時間により決定する。 

                            職員以外は年収により   

 

 

 

 

 

[途中入所の場合]  

５００万円以上 1日 １，３６０円 1日 １，９２０円 

３５０万～４９９万  １，２４０  １，８００ 

３００万～３４９万  １，０８０  １，６４０ 

２００万～２９９万  ８４０  １，４００ 

２００万円未満  ６００  １，１６０ 

                 （暦日計算 半日も同じ） 

 

[途中退所の場合]  

  全額徴収します 

 

[臨時保育料] 

 県連職員 県連職員以外 

ⓐ８：００～１８：００ ２００円/ｈ ３００円/ｈ 

ⓑ１８：００～ ４００円/ｈ ６００円/ｈ 

５００万円以上     1日 ２，４００円 

３００万～４９９万 ２，２００円 

３００万円以下 ２，０００円 
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[延長保育料] 

  契約時間を超えた場合は 臨時保育料に準じて徴収します。 

                                    

 [保育料徴収について] 

  岐阜勤労者医療協会の職員は給料より引かれます。 

職員以外は 毎月１日に（休日の場合は翌日）みどり病院総務に納入する。 

 

＜食費＞ 

 食費は保育所で 集金する。 

 月末締めで 前納制とし 翌日５日までに納入すること （おつりのないように） 

 納入された食費は 原則返金されません。 

 

１歳以上（普通食） （５／ｗ） 月 ５，０００円 

 （４／ｗ） 月 ４，０００円 

 （３／ｗ） 月 ３，０００円 

 （２／ｗ） 月 ２，０００円 

 （１／ｗ） 月 １，０００円 

０歳（離乳食） 満５ヶ月～満６ヶ月 １００円×保育日数（上限２，０００円） 

   〃 満７ヶ月～満８ヶ月 １５０円×保育日数（上限３，０００円） 

   〃 満９ヶ月～ ２５０円×保育日数（上限５，０００円） 

＊ ミルクは各自負担とします。 

＊ 月齢は 入所のしおり（Ｐ.１４）の離乳食の表に準じます。 

 

(途中入所 ･ 臨時保育の場合の食費)    

  食費は 月末締めで 後納制とする。（おつりのないように） 

  1日 200円(昼食 150円 おやつ 50円) 

1歳以上 ２５０円（昼食１５０円 おやつ１００円）×保育日数（上限５，０００円） 

０歳（離乳食） 満５ヶ月～満６ヶ月 １００円×保育日数（上限２，０００円） 

 満７ヶ月～満８ヶ月 １５０円×保育日数（上限３，０００円） 

 満９ヶ月～ ２５０円×保育日数（上限５，０００円） 

＊ ミルクは各自負担とします。 

＊ 月齢は 入所のしおり（Ｐ.１４）の離乳食の表に準じます。 


